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現
在
の
我
が
国
の
教
育
水
準
の
高

さ
、
Ｉ
Ｔ
革
命
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の

発
達
に
よ
る
膨
大
な
情
報
の
流
通

等
、
18
歳
以
上
20
歳
未
満
の
者
を
取

り
巻
く
環
境
を
勘
案
す
れ
ば
、
そ
の

大
多
数
が
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の

政
治
の
あ
り
方
を
判
断
す
る
に
必
要

な
知
識
や
常
識
を
備
え
う
る
状
況
に

あ
り
、
選
挙
権
を
行
使
す
る
に
ふ
さ

わ
し
い
判
断
能
力
を
備
え
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
状
況
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。ま

た
、
世
界
に
例
を
見
な
い
ス
ピ

ー
ド
で
進
ん
で
い
る
少
子
高
齢
化
社

会
の
到
来
に
あ
っ
て
、
将
来
の
負
担

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
若
者
に
選
挙
権

を
付
与
し
、
政
策
決
定
の
過
程
に
広

く
若
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
べ
き

で
あ
り
、そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

若
者
の
政
治
的
責
任
の
自
覚
を
促
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

国
際
的
に
も
、
す
で
に
１
３
０
カ

国
以
上
の
国
に
お
い
て
「
18
歳
選
挙

権
」
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
サ
ミ
ッ

ト
（
主
要
先
進
国
首
脳
会
議
）
参
加

国
で
実
施
し
て
い
な
い
の
は
日
本
だ

け
で
あ
る
。

わ
が
国
が「
選
挙
権
は
20
歳
以
上
」

と
定
め
た
の
は
１
９
４
５
年
で
あ

り
、
世
界
と
同
水
準
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
、
世
界
各
国
に
お
い
て
、
18

歳
へ
の
引
き
下
げ
が
相
次
い
で
行
わ

れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
に

お
い
て
は
、
当
時
の
ま
ま
放
置
さ
れ

た
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

今
こ
そ
、
高
等
教
育
等
の
中
に
お

い
て
政
治
教
育
の
充
実
を
図
り
つ

つ
、
青
年
の
政
治
参
加
の
機
会
を
拡

大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
制
民

主
主
義
の
活
性
化
を
図
る
べ
き
時
期

に
き
て
い
る
。

政
府
に
お
い
て
は
、
民
法
や
少
年

法
と
の
整
合
性
も
考
慮
し
つ
つ
、
被

選
挙
権
年
齢
の
引
き
下
げ
も
含
め

て
、「
18
歳
選
挙
権
」
に
つ
い
て
早

急
に
検
討
し
、実
現
す
べ
き
で
あ
る
。

現
在
、
国
に
お
い
て
構
造
改
革
の

議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
真
に
地
方
分
権
改
革
を
推
進

し
、
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
を
形

成
し
て
い
く
こ
と
が
我
が
国
の
再
生

を
図
る
う
え
で
重
要
な
課
題
で
あ

る
。
平
成
12
年
４
月
に
地
方
分
権
一

括
法
が
施
行
さ
れ
、
地
方
分
権
へ
向

け
て
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
見
直

し
が
図
ら
れ
、
そ
の
関
係
は
協
力
・

対
等
を
基
本
と
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。こ

の
こ
と
に
よ
り
、
地
方
公
共
団

体
は
自
主
性
、
自
立
性
を
高
め
、
自

己
決
定
・
自
己
責
任
に
よ
る
地
方
自

治
へ
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
も

の
と
い
え
る
。

今
日
、
各
地
域
に
お
い
て
は
、
少

子
高
齢
化
社
会
に
向
け
た
福
祉
施
設

の
充
実
、
生
活
関
連
社
会
資
本
の
整

備
な
ど
様
々
な
ニ
ー
ズ
と
課
題
に
対

処
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
地
方
公

共
団
体
が
担
う
べ
き
役
割
と
、
そ
の

財
政
需
要
は
今
後
も
増
大
す
る
こ
と

が
確
実
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
一
刻
も
早
く
税
源
移
譲

を
含
め
国
と
地
方
の
税
源
配
分
に
つ

い
て
根
本
か
ら
見
直
し
、
地
方
の
自

主
財
源
の
強
化
・
充
実
を
図
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
も
、
政
府
に
お
い
て

は
、
真
に
地
方
分
権
を
推
進
す
る
た

め
、
税
源
移
譲
等
の
改
革
の
道
筋
を

明
ら
か
に
す
る
行
程
表
を
早
急
に
取

り
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際

に
は
、
中
央
の
地
方
分
権
改
革
推
進

会
議
の
議
論
だ
け
で
な
く
、
地
方
自

治
体
の
声
を
十
分
に
聴
き
、
早
期
に

国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
を
図
る

べ
き
で
あ
る
。

イ
ラ
ク
問
題
の
本
質
は
、
イ
ラ
ク

が
17
回
に
も
わ
た
る
国
連
決
議
を
踏

み
に
じ
り
、
大
量
破
壊
兵
器
を
破
棄

し
な
い
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
12
年
間
、
イ
ラ
ク
の
武
装
解

除
を
実
現
す
べ
く
、国
連
を
中
心
に
、

国
際
社
会
が
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
し
て

き
た
が
、
国
連
監
視
検
証
査
察
委
員

会
等
の
報
告
に
照
ら
し
て
も
、
い
ま

だ
イ
ラ
ク
が
武
装
解
除
に
応
じ
て
い

な
い
の
は
極
め
て
遺
憾
で
あ
り
、
そ

の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。

国
連
は
、
昨
年
11
月
以
降
、
米
英

等
の
軍
事
的
圧
力
を
背
景
に
、
最
後

ま
で
ギ
リ
ギ
リ
の
努
力
を
し
て
き

た
。
ま
た
、
国
際
社
会
の
平
和
と
安

全
を
維
持
す
る
上
で
、
安
保
理
の
役

割
は
大
き
い
だ
け
に
、
今
回
、
安
保

理
が
一
致
し
た
対
応
が
出
来
ず
、
結

果
と
し
て
国
連
の
機
能
・
権
威
に
傷

を
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
誠

に
残
念
で
あ
る
。

八
潮
市
議
会
は
、
フ
セ
イ
ン
・
イ

ラ
ク
大
統
領
が
即
時
亡
命
す
る
等
、

平
和
的
外
交
努
力
な
ど
に
よ
っ
て
政

府
が
速
や
か
な
行
動
を
と
る
こ
と
を

要
求
す
る
。

「
18
歳
選
挙
権
」
の
早
期

実
現
を
求
め
る
意
見
書

国
か
ら
地
方
へ
の
税
源

移
譲
に
関
す
る
意
見
書

イ
ラ
ク
問
題
の
戦
争
を
早

期
終
結
さ
せ
る
為
政
府
が

速
や
か
な
行
動
を
と
る
こ

と
を
求
め
る
決
議

※民経…民生経済､文水…文教水道の略 
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専決処分の承認を求めることについて（八潮市ペット霊園の設置等

に関する条例の一部を改正する条例） 

専決処分の承認を求めることについて（八潮市地区計画区域内にお

ける建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例） 

平成１４年度八潮市一般会計補正予算（第４号） 

 

平成１４年度八潮市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

平成１４年度八潮市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

平成１４年度八潮市老人保健特別会計補正予算（第２号） 

平成１４年度稲荷伊草第二土地区画整理事業特別会計補正予算（第

３号） 

平成１４年度鶴ケ曽根・二丁目土地区画整理事業特別会計補正予算（第

３号） 

平成１４年度大瀬古新田土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号） 

平成１４年度西袋上馬場土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号） 

平成１４年度八潮南部東一体型特定土地区画整理事業特別会計補正

予算（第４号） 

平成１４年度八潮市上水道事業補正予算（第２号） 

平成１５年度八潮市一般会計予算 

 

平成１５年度八潮市国民健康保険特別会計予算 

平成１５年度八潮市公共下水道事業特別会計予算 
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平成１５年度稲荷伊草第一土地区画整理事業特別会計予算 

平成１５年度稲荷伊草第二土地区画整理事業特別会計予算 

平成１５年度鶴ケ曽根・二丁目土地区画整理事業特別会計予算 

平成１５年度大瀬古新田土地区画整理事業特別会計予算 

平成１５年度西袋上馬場土地区画整理事業特別会計予算 

平成１５年度八潮南部東一体型特定地区画整理事業特別会計予算 

平成１５年度八潮市介護保険特別会計予算 

平成１５年度八潮市上水道事業会計予算 

八潮市長等給料特例条例について 

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する

条例について 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について 

八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

八潮市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

八潮市手数料条例の一部を改正する条例について 

八潮市葬祭補助金支給条例の一部を改正する条例について 

八潮市老人福祉センター設置及び管理条例及び八潮市立コミュニテ

ィセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例について 

八潮市長寿祝金給付条例の一部を改正する条例について 

八潮市介護保険条例の一部を改正する条例について 

八潮市の特定の事務の郵便局における取扱いに関する規約について 

埼玉県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約について 

埼玉県市町村交通災害共済組合規約の一部を変更する規約について 

埼玉県市町村消防災害補償組合規約の一部を変更する規約について 

彩の国さいたま人づくり広域連合規約の一部を変更する規約につい

て 

市道路線の廃止について 

市道線路の認定について 
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※自民…自民クラブ、公明…公明党、共産…共産党、市民…市民と市政をつなぐ会、民主…民主党、自由…自由クラブ。○は賛成、×は反対。 


